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広報ナカガワお知らせ版 
令和 6年 3月 22日号  発行 中川町役場  編集 総務課総務町政室 

 

 

中川町立診療所診療体制について 

 

平成３１年４月より、中川町立診療所で常勤医師として本町の地域医療を担っ

ていただいておりました遠藤圭介医師が、この３月３１日（日）任期満了に伴い

離任されます。 

なお、４月１日（月）より、院長として赤間保之医師が着任されます。詳細に

つきましては、後日お知らせいたします。 

    

 

【お問い合わせ先】 中川町立診療所    7-2018 

住民課幸福推進室 7-2813 

（R6.4月より住民課健康推進係） 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

令和６年度固定資産課税台帳の縦覧について 
 

 このことについて、地方税法第４１６条第３項の規定により、下記のとおり縦

覧を行います。 

 なお、縦覧の対象者は、本町の土地または家屋に対して課する固定資産税の納

税義務者とされていますので申し添えます。 

 

記 

 

   １．縦覧期間    自 令和 ６年 ４月 １日 

             至 令和 ６年 ５月３１日 

   ２．縦覧場所    中川町役場 住民課 税務係 窓口 

             縦覧時間は８時３０分から１７時１５分までです。 

但し、土曜日、日曜日、祝祭日は除きます。 
 

 

【お問い合わせ先】住民課 住民サービス室 税務係 7-2814 

               （R6.4月より住民課税務係） 
 



 2 / 7 

 

 

令和６年度 ポンピラアクアリズイング 

１００円入浴券（年間パス券）についてのご案内 
 
年度末年齢７５歳以上の方（令和７年３月３１日に７５歳に到達している方）及び

７４歳以下の身体障がい者（児）の認定を受けている方に、１００円入浴券（年間パ

ス券）を送付いたします。 

今年度新たに対象となる方には、１００円入浴券（年間パス券）を４月１日（月）

までにお届けする予定です。また、すでに令和５年度のパス券をお持ちの方は、４月

５日（金）までにお届けいたします。 

温泉利用については、ホテル入口横に設置した下の券売機で１００円の利用券を購

入し、フロントにてパス券を提示したうえで利用券をスタッフにお渡しください。 
 

 

 

① 年度末年齢満 75歳以上の方 

（令和 7年 3月 31日に 75 歳に到達している方） 
 

② 身体障がい者（児）の認定を受けている方 
 

 

対象者に届く１００円入浴券（見本） 
  

                          

   

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

※注意：令和５年度１００円入浴券をお持 

ちの方の有効期限は、令和６年度入浴券が

届くまでとなっております。 

 

 

【お問い合わせ先】住民課 幸福推進室 7-2813  

         （R6.4月より住民課健康推進係） 

 

 

 

 

１００円入浴券対象

者 

１００円入浴券（年間パス券）を利用の

方は、券売機のこちらの１００円利用券

を購入してください。 

見本 見本

7 7
6 6

見本 見本

7 7
6 6
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ほくでんを装った電話に注意！！ 

 

 

2日前、自宅に大手電力会社の委託を受けた事業者 

が訪問し「プランの切り替えを任されている。今よ 

り電気料金が安くなる」と勧誘されて契約してしま 

った。今朝、大手電力会社に確認するが、委託会社 

でも子会社でもないことが分かった。知らない会社 

と契約し、クーリング・オフしたい。 （70 代女性） 
 

 

 

・2016年 4月より電力の小売自由化が始まり、新規事業者の参入もあり、様々な 

事業者が料金プランを提示している中、電話や訪問による電気の契約に関するトラ 

ブルが増えてきています。 

 

・電話や訪問で勧誘されても、「電気ご使用量のお知らせ」（検針票）の記載情報は慎

重に取扱い、情報を聞かれてもすぐ教えないようにしましょう。 

 

・事例のように、大手電力会社の関係者と装って勧誘する場合もあります。契約する

場合は、勧誘してきた会社と新たに契約する会社名や連絡先を必ず確認しましょ

う。 

 

・「安くなる」と言われても、具体的な金額やメリット・デメリットを把握したうえ

で契約を検討しましょう。 

 

・契約してもクーリング・オフができる場合がありますので、慌てずに対処しましょ

う。困ったときは、消費生活センターに相談してください。 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 例 

アドバイス 
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令和６年度中川町おでかけハイヤー支援事業が 

4 月から始まります！ 
 

 

令和６年度の「利用者証」及び「利用券」の申請受付と交付を、次のとおり実施

します。 

 

【 事 業 の 概 要 】 

 

◆ 対 象 者 ：中川町に住民登録されている 

● 昭和 2６年 3月 31日以前生まれの方 

（令和７年３月３１日現在７４歳以上の方） 

● 視覚、体幹、下肢の身障者手帳をお持ちの方  

● 妊産婦の方 

● 歌内・国府居住の方 

◆ 受付期間 ：３月２５日（月）から随時受付いたします 

◆ 利用料金 ：1回につき 200円 

◆ 対象区域 ：自宅と市街地内目的地（往復利用も可能） 

◆ 利用日時 ：ハイヤー会社の営業日及び営業時間 

 

        ● 営 業 日＝毎週日曜日及び年末年始を除く日 

        ● 営業時間＝１8時以降の利用には事前予約が必要です 

 

◆ そ の 他 ： ● ４月からの利用には申請手続きが必要です 

        ● 申請行為は、家族や知人等代理の方でも可能です 

          

                 

【問い合わせ・申請窓口先】住民課 住民サービス室 7-2814 

                  （R6.4月より住民課住民生活係） 
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浄化槽設置希望者を募集します 
 

生活排水による公共用水域の水質汚濁防止、トイレの水洗化による住環境の改
善及び公衆衛生の向上を図ることを目的に、平成１９年度から中川・佐久市街地
の下水道区域以外の地域で６３基の合併処理浄化槽の整備を進めてきたところで
すが、令和 6年度に向けた設置希望者を募集します。 
設置にあたっては、浄化槽設置工事費用の一定割合の負担金が必要になります。

また、トイレの内部改修工事は別途個人で負担していただきます。 
事業内容等詳細は、下記までお問い合わせをお願います。 

 
○募 集 期 間  令和 6年５月１７日（金）まで 
 

【お問い合わせ先】 環境整備課環境整備室 ☏７－２８１５ 
令和６年４月１日より環境整備課は「建設水道課」になります。 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

下水道の補助金制度を継続します 

 

中川町では、下水道を多くの方々に利用していただくために、本年度も補助金

制度を継続します。 

 

補助対象 生活雑排水の排水設備を設置するための工事 

補助対象者 下水道処理区域内の家屋の所有者（法人・団体を除く）又は、

その所有者の同意を受けた使用者で、町税を滞納していないこ

と 

補助金額 屋外排水設備工事費の２分の１の額とします 

その他 水洗トイレの改造には、上限額５０万円、最大５０ヶ月分割償

還で、無利息の貸付制度もご利用できます 

 
 

【お問い合わせ先】環境整備課環境整備室 7-2815 
 ※令和６年４月１日より環境整備課は「建設水道課」になります。 
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月 日       行   事 

23 日 

（土） 

 

24 日 

（日） 

 

25 日 

（月） 

 

26 日 

（火） 

■一般健康相談【保セ】 

 13：00～16：00 

 

27 日 

（水） 

 

 

28 日 

（木） 

■音読教室【図】 

 10：00～ 

 

29 日 

 （金） 

 

 

月 日       行   事 

30 日 

（土） 

 

 

31 日 

（日） 

 

4 月 

1 日 

（月） 

■幼児センター入園式【幼セ】 

2 日 

（火） 

■一般健康相談【保セ】 

 13：00～16：00 

 

3 日 

（水） 

■小児科専門外来【診】 

 13：30～16：00 

4 日 

（木） 

 

5 日 

（金） 

■着任式・始業式【小】【中】 

 

場所の表示は、下のように省略しています 

【学セ】生涯学習センター【保セ】保健センター 【佐公】佐久地区公民館 【1 区】1 区会館 【2 区】2 区会館 【寿】寿の家  

【4 区】4 区会館 【5 区】5 区会館 【誉 1】誉一会館 【誉 2】誉二会館 【大富 2】大富二会館 【伝承】佐久ふるさと伝承

館 【幼セ】幼児センター 【ま】まめちょ 【小】中央小学校 【中】中川中学校 【交プ】交流プラザ 【パ】パークゴルフ場  

【球】町営球場 【ぬ】ぬくもり 【ス】町民スキー場 【歯】町立歯科診療所 【ナポ】ナポートパーク 【診】町立診療所 

【エコ】エコミュージアムセンター  【トレ】農業者トレーニングセンター 【歌農】歌内地区農作業管理休養施設 

【国農】国府地区農作業管理休養施設 【図】中川町中央公民館図書室 【プ】町民プール 【ポ】ポンピラアクアリズイング 
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月 日       行   事 

6 日 

（土） 

 

7 日 

（日） 

 

8 日 

（月） 

■入学式【小】【中】 

■交通安全点検日（旗の波作戦）【小】 

9 日 

（火） 

■一般健康相談【保セ】 

 13：00～16：00 

■交通安全街頭指導【中】 

■生徒会入会式【中】 

■1 年生下校指導（～11 日まで）【小】 

10 日 

（水） 

■眼科専門外来【診】 

 11：00～13：30 

 

11 日 

（木） 

 

 

12 日 

 （金） 

■学力テスト【中】 

 

月 日       行   事 

13 日 

（土） 

■読み聞かせ会【図】 

 10：30～ 

■参観日【中】 

 

14 日 

（日） 

 

15 日 

（月） 

■全国学力学習状況調査（質問紙）【中】 

16 日 

（火） 

■一般健康相談【保セ】 

 13：00～16：00 

■2、5 年生知能検査【小】 

17 日 

（水） 

■交通安全教室【小】 

■避難訓練【幼セ】 

18 日 

（木） 

■貯筋体操教室【佐公】 

 10：30～11：45 

■貯筋体操教室【4 区】 

 13：30～14：45 

■全国学力学習状況調査（国・数・理） 

【小】【中】 

19 日 

（金） 

■貯筋体操教室【5 区】 

 10：30～11：45 

■貯筋体操教室【保セ】 

 13：30～14：45 

場所の表示は、下のように省略しています 

【学セ】生涯学習センター【保セ】保健センター 【佐公】佐久地区公民館 【1 区】1 区会館 【2 区】2 区会館 【寿】寿の家  

【4 区】4 区会館 【5 区】5 区会館 【誉 1】誉一会館 【誉 2】誉二会館 【大富 2】大富二会館 【伝承】佐久ふるさと伝承

館 【幼セ】幼児センター 【ま】まめちょ 【小】中央小学校 【中】中川中学校 【交プ】交流プラザ 【パ】パークゴルフ場  

【球】町営球場 【ぬ】ぬくもり 【ス】町民スキー場 【歯】町立歯科診療所 【ナポ】ナポートパーク 【診】町立診療所 

【エコ】エコミュージアムセンター  【トレ】農業者トレーニングセンター 【歌農】歌内地区農作業管理休養施設 

【国農】国府地区農作業管理休養施設 【図】中川町中央公民館図書室 【プ】町民プール 【ポ】ポンピラアクアリズイング 

 


